
 

 
 

政策会議付議事案書（令和７年１月１４日） 

             提案課名 障害福祉課、保育こども園課、こども家庭支援課、 

こども育成課、教育総務課、教育指導課 

報告者名 稲垣 由美恵、吉藤 直、池田 幸枝、 

長島 秀樹、三川 辰徳、関野 貴之 

事案名 医療的ケア児等の支援体制の充実について 資料 有 

目
的

・
必
要
性 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年９月１８日施

行）」では、地方公共団体や学校等の設置者の責務として、医療的ケア児及びその

家族が、それぞれの心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすること

が定められました。 

本市では、令和５年度に医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア

児等への相談支援を開始しており、これまで障害福祉課を中心とした関係課による

庁内検討会議により、支援体制の充実を図るための協議を進めてきました。 

 その検討結果を踏まえ、医療、保健、福祉、教育等の関係機関の緊密な連携の

下、医療的ケア児等への切れ目のない支援につなげるため、現在設置している「医

療的ケア児支援者情報連絡会」に加え、新たに「入園・入学支援連携会議」を設置

し、医療的ケア児の心身の状況把握や主治医等からの助言を受ける機会を設けると

ともに、医療的ケア児が幼稚園、学校、児童ホーム及び保育所等（以下「各施設」

という。）へ通う際の支援が円滑に進むよう、医療的ケア児の支援情報を一括管理

する体制を整え、一体的な支援に取り組んでいくものです。 

 また、各施設における「医療的ケア児の受入れに関するガイドライン」を新たに

策定し、医療的ケア児が安全かつ安心して学校生活等を送れるようにするもので

す。 

経
過

・
検
討
結
果 

令和３年１１月  秦野市障害者支援委員会の下部組織である秦野市障害者支援懇 

話会こども部門の中に「医療的ケア児等支援者情報連絡会」を設 

置 

令和５年 ３月～ 関係課で構成する「庁内検討会議」を開催（令和６年１２月ま 

でに計１０回開催）し、各所管課に係る役割を明確化しつつ支援 

体制について検討          

〃   ４月  医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア児の実 

態把握及び相談支援を開始 

令和６年 ７月～ 各施設におけるガイドライン策定に係る検討 

議題５ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

１ 医療的ケア児への支援体制を充実させるため、資料１のとおり医療的ケア児の

支援情報を一括管理する体制を整え、切れ目のない一体的な支援を実施するこ

と。 

２ 各施設においてガイドラインを整備し、医療的ケア児の支援を行うこと。  

  

今
後
の
取
扱
い 

令和７年３月  施設所管課ごとに医療的ケア児の受け入れに関するガイドライン

を策定 

４月～ 医療的ケア児等への一体的な支援を開始 
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障害福祉課 

・医療的ケア児等の情報集約 

・入園入学支援連携会議（新規・仮称）の主催 

・医療的ケア児支援者情報連絡会の主催 

・障害福祉サービス利用に係る調整 

保護者からの生活全般の相談 

医療的ケア児等コーディネーター 

・医療的ケア児等への相談支援 

 家族等からの相談により、医療、福祉 

等に関する情報提供や助言等を行う。 

・障害福祉サービス事業所へのつなぎ 

・教育、保育等の関係機関へのつなぎ 

 

【新設】入園・入学支援連携会議（仮称） ※入学等の希望者がいる場合に随時開催 

（目的）学校等への入学等を希望している医療的ケア児に係る支援状況の共有や、主治医等からの助言を受ける場を設け、 

施設において必要となる医療的ケアや支援について整理することで、円滑な受け入れにつなげる。 

（出席者）医療的ケア児等コーディネーター、主治医、関係各課、該当する園又は学校の長、訪問看護師など 

保護者からの就学等の相談 

医療的ケア児等への支援体制【各課等の役割分担（案）】  

                

                   
 

                               

 

 

                            

                                        

                            

                             

              

                                      

 

                         

 

 

   

               

                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病院 

・入院・通院時の医療

の提供 

医療的ケア児支援者情報連絡会【全ての情報を集約し、定期的に情報共有する会議を行い切れ目のない支援につなげる。】  

【目的】医療的ケア児支援法の基本理念の実現に向け、医療、保健、福祉、教育、保育等に関する業務を行う関係機関の緊密な連携によ

り、医療的ケア児への地域生活支援体制の充実を図る。 

【機能】医療的ケア児の状況、支援情報（医療的ケアの実施内容等）及び入園・就学のニーズ等を集約し、関係機関で情報共有、連絡調

整を行うことで継続的かつ一体的な支援につなげる。また、障害サービスの充実を図るための課題整理等を行う。 

【出席機関】（必要に応じて参集） 

（医療）病院（SW）、訪問看護ステーション    （障害福祉）障害福祉課、基幹相談支援センター、障害福祉サービス事業所 

（保健）保健福祉事務所、こども家庭支援課   （保育）保育こども園課（保育コンシェルジュ）、こども育成課 

（教育）教育委員会、特別支援学校 

こども家庭支援課 
・新生児家庭訪問や乳幼

児健康診査等から医療的

ケアが必要な児の把握 

平塚保健福祉事務所
秦野センター 
・小児慢性特定疾病などの

対象、災害時要援護者台帳

から支援が必要な児の把握 

 

資料１ 

 

 

 

 

・施設における支援に係るガイドラインの整備 

・医療的ケア児の受入れに係る事前相談 

・医療的ケア児の受入れに係る体制整備 

(看護師の配置・職員連携体制の構築・施設整備) 

・学校や園見学等で必要なケアの把握 

【受入れ可能な場合】 

・施設における生活上の支援策の決定 

・看護師等の配置、訪問看護契約  

 

【受入れが難しい場合】 

・課題解決に向けた検討 

・特別支援学校や他施設、他障害福祉サ

ービス等を案内 

連携 

障害福祉課 

医療的ケア児等コーディネーター 

障害福祉サービス利用に係る調整 

（医療的ケアに対応できる短期入所や児童

発達支援事業所、放課後等デイサービスな

ど） 

各施設受入れ可否判断 

  受入れに向けた体制整備 

  学校等での本人への支援開始 

連携 

連携 情報 

 

かながわ医療

的ケア児支援

センター 

教育委員会、こども育成課、保育こども園課 (幼稚園、学校、児童ホーム、保育所等) 

ガイドラインに基づき、学校又は園生活等を送る上で必要な具体的支援策を検討し、 

教育委員会では教育支援協議会、保育所等では検討会議で審議 

 

情報 

情報 

連携 

情報 

共有 

(委託) 

出 生 ・ 転 入 等 

 教育委員会、こども育成課、保育こども 

園課 (幼稚園、学校、児童ホーム、保育所等) 
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